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タイ投資促進委員会（ＢＯＩ）は１１月５日、省エネや代替エネルギー関連、ハイテク、環境に優しい素

材・製品分野等６業種を重点育成分野とし、最大限の投資優遇特典を付与することを決定しました。世界経

済が減速傾向にある上、タイ国内では政治的不安定な状態が続いており、今後タイへの直接投資にマイナス

の影響を及ぼすと予想されていることから、今回のBOIの決定は投資促進策の一つであると考えられます。 
今年１月から来年１２月末の間にＢＯＩに特別投資奨励対象事業として申請をすれば、対象の６業種の投

資奨励法の枠内で最大限の投資優遇を得ることができます。詳しくは以下の通りです。 

 

 

 

対象の６業種 

 

１． 省エネや代替エネルギー関連産業 

２． ハイテク技術を利用する産業 

３． 環境に優しい素材・製品産業 

４． 政府の大規模インフラ整備計画（メガプロジェクト）関連事業 

５． 観光や観光に関連する不動産業 

６． 農産品を原材料とする産業 

 

 

 

６業種への新たな投資優遇特典 

 

１． 投資区域に関係なく８年間の法人所得税免除及びその後５年間の法人税の５０％

控除の特典付与。 

２． ＢＯＩが規定する条件を充足すれば輸送費、電力・水道料金の２倍を課税所得から

控除できる。 

３． 設備設置あるいは建設の経費の２５％までを、通常の減価償却費に加え純利益か

ら控除可能。 

 

 


